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Ⅰ　基本情報

Ⅱ　平成30年度管理業務等の検証

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

指定管理者評価シート

事業名 老人福祉センター運営管理費 所管課（電話番号） 保健福祉局高齢保健福祉部高齢福祉課（211-2976）

２　指定管理者

事業概要

目的

開設時期

１　施設の概要

平成元年６月 延床面積

札幌市中央老人福祉センター 所在地 中央区大通西19丁目名称

老人に対する生活相談、健康相談、機能回復訓練及びレクリエーションの実施、職能訓練及び就
職の指導、老人デイサービス事業、浴室その他の施設を老人の使用に供すること

751㎡

主要施設

老人に対する福祉の増進

大広間、職能訓練室、機能回復訓練室、浴室、娯楽室

非公募

非公募の場合、その理由：当センターで実施している老人デイサービス事業において、利用者に
対し適切なサービスを提供していくためには、利用者と施設職員との間には継続的な人的信頼関
係が必要不可欠であり、指定管理期間の満了により指定管理者が変更されると、施設の管理運
営に重大な支障をきたし、利用者に不利益を与えるおそれがある。管理が良好に行われている法
人であるため、非公募とした。

３　評価単位

指定期間

複数施設を一括評価の場合、その理由：

指定単位
施設数：１施設

複数施設を一括指定の場合、その理由：

名称

募集方法

（福）札幌市社会福祉協議会

平成30年４月１日～令和５年３月31日

業務の範囲
施設管理業務、各種相談業務、健康増進業務、教養講座業務、レクリエーション業務、老人デイ
サービス業務

所管局の評価

施設数：１施設

指定管理者
の自己評価

仕様書に沿って適
切な管理がなされ
ている。

項　目 実施状況

当センターの基本
方針及び札幌市の
高齢者施策、方針
に基づき適正な管
理運営を行うことが
できた。

▼平成30年度事業計画において、当センターの管理
運営に係る基本方針を下記のとおり策定した。
１　職員の専門性を活かした包括的な支援・サービ
スの提供を行うとともに誰もが平等にサービスを受
けることが出来るよう支援する。
２　老人福祉センターを拠点としたボランティア活動
の充実と高齢者の社会参加する機会を提供する。
３　利用対象者のみならず、地域の方々とも交流が
出来るような場を提供する。
４　各区社会福祉協議会等関連機関との更なる連携
強化を図る。
５　老人福祉センター周辺の地域性による臨機応変
な取組を支援する。
６　講座・サークル活動の取組を支援する。
７　更なる経費縮減を図る。

1　業務の要求水準達成度

（１）統括管理
業務

▽　管理運営に係る基本方針の策定
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▼センターには統括的責任者として館長を配置する
ほか、職務代理者としてセンター等での勤務経験が
豊富で業務に精通した職員を配置した。
▼館長には、社会福祉主事等の資格を有し老人福
祉センター勤務をはじめ豊富な福祉関係業務の経
験を積んだ在職職員の中からセンターの管理運営
業務に関して責任を持ち、一元的に統括できる課長
職を選任した。
▼職員配置計画を策定し、外部及び内部職員研修
を積極的に行い人材の育成や技術の向上を図って
いる。

▼職員会議や日々のミーティングにおいて、現在当
法人で進めている事業や様々な取組等組織内の情
報を一人ひとりが共有すると共に、インターネットや
当法人内のネットワークシステムなどによる情報交
換を適時、的確に行い、情報共有に努めた。

▽　地球温暖化対策及び環境配慮の推進

▽　管理運営組織の確立（責任者の配置、組織整備、従
事者の確保・配置、人材育成）

平等性の基本原則
に基づいた基本方
針や取組項目を策
定し、適切な対応が
できた。

▼清掃業務等について第三者に対する委託を行っ
た。何れも仕様書どおり業務を行い、適宜、指示指
導を行った。

▽　第三者に対する委託業務等の管理（業務の適正確
保、受託者への適切監督、履行確認）

▽　管理水準の維持向上に向けた取組

環境保全に関する
内部研修を実施し、
環境保全点検簿の
チェックや照明機器
等での節電を積極
的に行うことによ
り、職員の意識向上
を図ることができ
た。

責任者の配置や不
在時の代理者の指
揮命令系統を明確
にし、効果的な管理
運営を行うことがで
きた。また、研修計
画に基づく内外部
研修により、職員の
資質向上を図ること
ができた。

朝夕のミーティング
や職員会議におい
て、職員が参加した
会議や外部研修の
内容の情報を共有
することにより、職
員の資質向上を図
り、利用者サービス
の向上に努めた。

業務の履行確認を
適宜行い、適正な
管理を行った。

▽　平等利用に係る方針等の策定と取組実績

▼基本方針を次のとおり策定した。
「全ての利用者に対して、信条や性別・年齢、あるい
は社会的身分等によって、合理的な理由なく利用の
制限や利用料金の減免や不当な差別的取扱いをす
ることなく公平中立に対応する。」
また、平等利用に係る心構え及び重点取組項目を
事務室内に掲示するとともに、研修やミーティング等
により情報を共有し、関係法令の遵守の徹底や利用
者の視点に立ったサービスの提供を行った。

▼センターの運営にあたっては、「環境首都・札幌宣
言」を踏まえ、これまで同様、温暖化防止等地球規
模の環境を保つために定めた「環境保全行動計画」
に基づき、「電気・水・紙・燃料の使用量削減」や「ご
み減量とリサイクル」など環境負荷の軽減に向けた
取組を実行した。
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▽　財務（資金管理、現金の適正管理）

協議・報告内容

＜協議会メンバー＞

中央老人福祉センター利用者（2名）
中央老人福祉センター教養講座講師
中央区第一地域包括支援センター
中央区西19丁目町内会　副会長
中央区円山児童会館　館長
札幌市長生園園長
札幌市高齢福祉課職員
中央老人福祉センター館長・副館長

平成29年度事業実積について
平成30年度事業計画について
苦情、要望（報告）、意見交換

第２回
平成31年
 ２月13日
（水）

平成30年度事業実積について
平成31年度事業計画(案)について
苦情、要望（報告）、意見交換

第１回
平成30年
 ６月27日
（水）

＜協議会メンバー＞

▽　札幌市及び関係機関との連絡調整（運営協議会等
の開催）

開催回 仕様書に基づき、運
営協議会を設置、
年２回開催。施設の
現状、活動状況等
の報告や事業計画
について説明すると
ともに参加委員から
意見・質問を受けて
おり、今後の施設運
営の参考とした。

「経理規程」に基づ
き、経理事務の外
部監査、内部監査、
現金実査、月末残
高照合を実施し、適
正に管理することが
できた。

即時対応が可能な
ことについて、速や
かに対応することが
できた。

中央老人福祉センター利用者（2名）
中央老人福祉センター教養講座講師
中央区第一地域包括支援センター
中央区西19丁目町内会　副会長
中央区円山児童会館　館長
札幌市長生園園長
札幌市高齢福祉課職員
中央老人福祉センター館長・副館長

▽　要望・苦情対応

▼資金管理については、「社会福祉法人会計基準」
により資金の区分、運用の基本方針、運用対象等に
ついて定められており、資金の適正かつ効率的な管
理運用を行っている。また、定期的に監事監査や公
認会計士による外部会計監査を実施している。
▼現金等の取扱については、「経理規程」に基づき、
「経理事務の手引き」を定め、不適切な経理事務の
未然防止として、外部監査、内部監査、現金実査、
月末残高照合を実施するとともに、館長が定期的及
び抜きうちで現金実査を行った。

▼「苦情解決処理規程」に基づき、苦情を適切に受
付・対応するとともに、苦情内容については内部の
情報共有化を図ることとしている。
▼ご意見箱の設置や職員館内見回り等によって、要
望・苦情を聴取し、即時対応を行った。
▼当法人として苦情解決における社会性や客観性を
確保するとともに、利用者の立場や特性に配慮した
適切な対応を推進するため第三者委員を設置してい
る。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

・アンケート結果及
び回答を館内に掲
示した。また、記録
については適正に
作成し、期日までに
報告した。
・実地検査の指摘
事項については、す
でに改善している
が、今後は適正な
事務処理を行って
いきたい。

関係法令の遵守は
もちろん、勤務割や
年休取得に配慮す
る等、就業しやすい
環境づくりに努め
た。

・事故の未然防止
のために開館及び
閉館時の施設点検
を毎日行うととも
に、定期的に利用
者の安全確保に必
要な非常災害時に
おける避難訓練や
サービス向上に努
めた。
・感染症蔓延時期
に消毒を行うなど衛
生管理を徹底し、イ
ンフルエンザの流
行を最小限にする
ことができた。

仕様書に基づき適
切に管理することが
できた。

▼利用者の安全確保について、開・閉館時の館内点
検において各機器の動作状況や備品の状況等を確
認している。
▼「感染症ガイドライン」に基づきインフルエンザ、ノ
ロウィルス等の感染防止対策を図っている。
▼入浴時における浴槽水の湯温管理を実施し、適温
確認を実施するとともに、適切な入浴方法について
の掲示を行い、利用者の安全を確保した。
▼利用者から施設・機器の使用上の要望等を聴きと
り、改善してサービス向上に努めている。
▼非常時等の職員連絡体制を確立して、迅速に行
動するよう努めている。
▼施設賠償保険に加入して、安全な利用を確保して
いる。

▽　記録・モニタリング・報告・評価（記録、セルフモニタリ
ングの実施、事業報告、札幌市の検査等への対応、自己
評価の実施）

▽　施設・設備等の維持管理（清掃、警備、保守点検、修
繕、備品管理、駐車場管理、緑地管理等）

▼施設で働く職員に対して、時間外労働又は休日労
働させる場合は、書面による労使協定（36協定）によ
り必要な定めをし、労働基準監督署に届け出た。
▼必要条件を満たす労働者を雇用保険に加入させ
た。
▼労働者の勤務形態、家族状況等に応じて社会保
険に適切に加入させた。
▼１年に１回定期健康診断を実施した。

▼札幌市の要求水準に沿った清掃業務仕様書を作
成し、施設の衛生かつ快適な環境を保持するため日
常清掃及び定期清掃を実施した。
▼備品台帳を備え、適正かつ効率的な備品管理を
行った。
▼常に設備の破損、故障等が生じないように館内の
点検を励行した。
▼警備、保守点検、駐車場管理、緑地管理について
は、札幌市社会福祉総合センターの指定管理者が
実施した。

（3）施設・設
備等の維持
管理業務

▽　総括的事項（利用者の安全確保、市民サービス向上
への配慮、連絡体制確保、保険加入）

▼老人福祉センター及びデイサービス利用者アン
ケートを実施し、満足度及び意見・要望等を把握し
た。アンケート結果は館内に掲示した。
▼意見、要望等は記録として残し、職員会議や当法
人が管理する市有施設の施設長が一堂に介し、各
施設が抱える諸問題等について検討を行う施設長
会議等の中で整理・分析し、実行可能なもの、見直し
が必要なものについて対応した。
▼記録・報告については定められた基準に基づき、
作成・報告を行った。
▼札幌市の実地検査の結果、指摘事項があったこと
から、その改善に取り組んだ。
　また、他の施設で指摘を受けた項目を適正に処理
できているかを確認するため、改善指導書に基づく
自己チェックも行った。

▽　労働関係法令遵守、雇用環境維持向上（２）労働関係
法令遵守、雇
用環境維持
向上

法令を遵守し、職
員の労働環境に
ついて配慮した運
営を行っている。

札幌市社会福祉
総合センター改修
工事により避難経
路が変更されたが
利用者に対し周知
していなかったこ
とについて、実地
検査において改
善指導を行い、速
やかに改善され
た。今後も利用者
の安全確保に努
めてほしい。
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Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

札幌市社会福祉総
合センター改修工
事に加え、9月の地
震により1週間休館
となったが、ほぼ計
画どおりの利用と
なった。

目標値を上回る回
数を実施することが
できた。

（要求水準：年30回以上開催・参加者20人以上）

・他団体と連携、協
力をし、札幌市社会
福祉総合センター
全体で自衛消防訓
練を実施し、利用者
の安全確保を図っ
た。
・実地検査の指摘
後、直ぐに改善した
が、今後は適正に
対応を行っていきた
い。

▼月2回以上開催する健康増進に関する講座：10種
類実施

▼月2回以上開催する教養向上に関する講座：11種
類実施

（うち参加者が20人以上であった回数：６０回）

▽　防災

（要求水準：年2回以上開催・参加者30人以上）

▼専門家等相談事業開催回数：５回

（うち参加者が30人以上であった回数：３回）

（うち定員の70％以上申込みがあった講座：定員制
講座14講座中14講座全てで70％以上の申し込みが
あった。）

（4）事業の計
画・実施業務

▼札幌市社会福祉総合センターの他入居団体と合
同にて避難訓練を実施している。（年２回実施）
▼当法人が定める「札幌市老人福祉センター防火管
理規程」「施設福祉部防災マニュアル」「非常体制
図」に基づき、利用者、職員の安全確保を図ってい
る。
▼札幌市社会福祉総合センター改修工事に伴い、
利用者に対し避難経路の変更が周知されていな
かったため、札幌市の実地検査において指摘があっ
た。

目標値を上回る回
数を実施することが
できた。

利用者ニーズを把
握した業務を実施
し、多くの参加者
の健康増進等を
図ることができて
いる。
また、地域団体と
協働行事を実施
することにより、世
代間交流を促進し
ている。
定員制行事につ
いては、魅力ある
内容で多くの申込
みを得るよう検討
してほしい。

▽　生活相談に関する業務

健康増進や教養の
向上等に関する多
彩な講座を開講し、
利用者の生涯学習
意欲の増進を図り、
利用者ニーズを反
映した講座を開催
することにより、実
施種類、申込率とも
に目標値を上回る
ことができた。

▽　健康増進、機能訓練に関する業務

▼講演・運動等事業開催回数：８９回

▽　浴室業務

▼利用者数：3,506人（男性1,345人　女性2,161人）

▽　教養講座に関する業務
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▼教養講座の修了生を対象とした各種のサークル
活動に対して、空き室の利用提供や活動の支援を図
り、センターの有効活用に取り組んだ。
▼地域住民・老人福祉センター利用者が自主的に立
ち上げたサークルに対して、空き室を開放することに
より活動を支援した。

▽　老人デイサービス事業に関する業務

利用者数：目標２１.０人/日、実績１９.８人/日

▼定員を設けているもののうち、定員の70％以上の
申込みがあったもの：1回中、0回

定員制行事名 定員 申込者数 申込率

66.7％20

▽　レクリエーション、各種行事の開催等に関する業務

▽　高齢者の活動支援及び地域開放に関する業務

・今年度新たにらく
らくフォンの使い方
教室や住宅相談会
を開催し時代に合っ
た情報を提供するこ
とができた。
・地域協働行事を実
施し、地域住民や
児童会館の子供た
ちと世代間交流を
行うことができた。

日帰りバスレク 30人

▼在宅の要支援・要介護高齢者に対し、通所による
各種サービスを提供し、生活の助長、社会的孤立感
の解消、心身の機能向上などを図るとともに、家族
の身体的、精神的な負担の軽減を図った。
▼給食サービス、入浴サービス、生活指導（相談援
助など）、機能訓練（日常動作訓練）介護サービス
（移動や排泄の介助、見守り）健康状態の確認、送
迎など行った。

▼実施内容
文集「輝き」の発行：利用者からの投稿による作品
海外視察の受入：韓国　２回　６１名
交通安全街頭啓発：円山まちづくりセンター
卓球利用者懇談会：卓球利用者との懇談会
地域介護教室：介護予防や介護サービスの基本
らくらくスマートフォン教室：使い方教室
高齢者のための住宅相談：住宅についての相談
行政セミナー：後見・遺言・財産管理・死後の事務
利用者懇談会：日頃から利用されている方との懇談
就業セミナー：生きがいと健康のための就業
▼地域住民との世代間交流を目的に児童会館と協
働で「ふれあい盆踊り大会」を実施し、児童会館や地
域の方々と交流を深めた。

▽　その他設置目的に関する業務

・囲碁、将棋、オセ
ロ、卓球、サークル
活動等の日常的な
レクエーションに加
え、季節感のある四
季折々の行事や地
域との協働行事、
地域開放行事を
行ったことにより、
高い満足度を得る
ことができた。
・定員制行事の申
込みが70％を満た
さなかったことか
ら、次回は内容を見
直したい。

教養講座修了生や
老人福祉センター
利用者が立ち上げ
たサークルに対して
空き室を解放し有
効活用に取組ん
だ。

・利用者個々の状
況を把握し、ケアプ
ランに基づき、適切
にサービスを提供し
た。
・各種サービスを安
全・安心に提供し、
事故なく業務を遂行
できた。

▼実施内容
6月16日　ｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟ登山
9月25日　日帰りバスレク
10月24日～26日　文化祭作品展示会
12月21日　碁石洗い
12月27日　年忘れオカリナコンサート　講座受講生
1月10日　新春カルタ大会
1月24日　新春囲碁大会
2月1日　豆まき大会
2月6日　ボランティア養成講座
3月5日～7日　教養講座修了作品展
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

結果概
要

▽　広報業務（6）付随業務

▽　引継ぎ業務

ホームページの活
用や、センター便り
を近隣の3ケ所のま
ちづくりセンターに
配布、また、各種会
議において積極的
なPR活動を実施し
た。

▼ホームページの内容の充実を図るとともに、タイム
リーな情報を提供した。
▼中央区民センター、福祉のまち推進センター、中
央区社会福祉協議会に「センターだより」を配架し
た。
▼地域の会議などに参加し、施設内容の紹介及び
介護予防の拠点としてのPRを実施した。
▼ウエブアクセシビリティ基本方針を策定するととも
に取組確認を実施し、２０１９年４月１日に公開した。

物品の発注や修繕
については市内企
業を活用し、パンの
販売については、障
がい者団体の活動
支援を行った。

浴室

３　利用者の満足度

▽　利用者アンケートの結果

実施方
法

・実施期間：平成31年2月4日～2月18日（15日間）
・対象者：期間中の当センター利用者
・アンケート回収数：300枚（目標値280枚以上）
・デイサービスセンター回収数：49枚（目標値53枚以
上）
・デイサービスセンター家族：12枚

・総合的な満足度：

目標：６７％、結果：75.35％

・職員の接遇に関する満足度：

目標：７２％、結果：80.43％

・専門家相談に関する満足度：

目標：８０％、結果：80.65％

（前回から継続指定のため、引継業務なし）

なし

▼清掃業務については「札幌市母子寡婦福祉連合会」に委託し
た。
▼市内業者に修繕や物品購入を依頼した。
▼障がい者団体によるパンの販売を週１回支援し、利用者の利
便向上にも寄与した。

▽　自主事業

▽　市内企業等の活用、福祉施策への配慮等

２　自主事業その他

老人福祉センター
は、利用者ニーズを
的確に把握し、多く
の利用者に満足い
ただける施設運営
を目指した結果、高
い満足度を得られ
たと思われる。デイ
サービスセンターに
ついては、利用者
の満足度は目標値
を下回ったが、ご家
族には満足頂いて
いる。

ホームページの充
実やチラシ配架に
より積極的に広報
業務を行ってい
る。

51,400

全体の利用者数は
札幌市社会福祉総
合センター改修工
事を考慮した計画
だったが、予想以上
に影響が大きかっ
た。浴室利用者数
はほぼ計画どおり
の利用であった。引
き続き多くの利用者
にご利用頂けるよ
う、魅力ある施設づ
くりを検討していき
たい。

▽　利用促進の取組

61,012

3,506

48,848

4,995

H30実積

3,500人数（人）

▽　利用件数等

人数（人）

▼「札幌市からのお知らせ」に教養講座の募集の案
内を掲載した。
▼中央区民センター、福祉のまち推進センター、中
央区社会福祉協議会に「センターだより」を配架し
た。
▼情報をホームページに掲載した。
▼TV媒体の取材受入を行い、老人福祉センターの
存在をアピールした。（STV「1×8行こうよ」）

全体

▽　不承認 ０件、　取消し ０件

札幌市社会福祉
センター改修工事
の影響により利用
者数は減少した
が、各種PRを行
い、浴室利用者数
は目標を達成でき
た。
今後も効果的な取
組を継続し、利用
促進につなげてほ
しい。

札幌市の施策に
合った業務を適切
に行っており、評
価できる。

（5）施設利用
に関する業
務 H29実績 H30計画

利用者の意見、要
望に沿って運営を
したことで、概ね
目標値に達してい
る。
通所介護利用者
の満足度は目標
を下回ったが、家
族の満足度は
100％と高い評価
を得ている。今後
は利用者からも高
い評価を得られる
よう、利用者の
ニーズ等を的確に
把握し運営してほ
しい。
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（様式３）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

0 0 0

収入-支出 1,000 1,467

87,033 80,043 ▲ 6,990

支出 87,033 80,043 ▲ 6,990

▲ 6,523

収入 88,033 81,510

▽　収支

項目 H30年度計画

４　収支状況

37,374 37,374 0

利用料金 49,431 42,990 ▲ 6,441

指定管理費

▲ 6,523

指定管理業務収入 88,033 81,510

H30年度決算 差（決算-計画）

1,467

純利益 0 0 0

▽　説明

指定管理業務支出

1,000

1,146

467

▼利用料金収入は、浴室修繕や地震による休館等の影響によ
り、計画より6,441千円の減となった。
▼指定管理業務支出は、収入の減に伴う光熱水費の適正執行
等により、計画より6,990千円の減となった。

467

利益還元 0

法人税等

▲ 82

自主事業収入 0 0 0

その他 1,228

自主事業支出

（千円）

利用料金収入が減
収となったため支出
を抑制し、収支バラ
ンスをとるよう努め
た。

利用者
からの
意見・要
望とそ
の対応

・通所介護等に関する満足度（家族）：

結果：100.00％

目標：80.0％、結果：95.46％

【要望】カラオケサークルの音響操作を行う人が操作を
度々間違うので交代させてほしい。
【回答】
現在の音響設備は旧型で操作が難しい状態である。
操作されるボランティアは最善の努力をもって操作され
ていることから、配慮いただきたい。また、センターとし
て皆様に音響機器の操作が容易になるよう図入り説明
書を用意した。

・講演・運動等事業に関する満足度：

目標：80.0％、結果：82.03％

・教養講座に関する満足度：

目標：80.0％、結果：91.14％

目標：80.0％、結果：66.67％

・通所介護等接遇に関する満足度：

目標：80.0％、結果：73.47％

・通所介護等に関する満足度：

浴室修繕や震災
により計画どおり
の執行が難しかっ
たと思われるが、
収支のバランスを
図り運営すること
ができている。

しい。

・レクリエーション・各種行事に関する満足度：
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（様式３）

Ⅲ　総合評価

総合評価 改善指導・指示事項

【指定管理者の自己評価】

▽　安定経営能力の維持 適 不適

適 不適▽　個人情報保護条例、情報公開条例、行政手続条例、オンブズマン
条例及び暴力団の排除の推進に関する条例への対応

総合評価 来年度以降の重点取組事項

・当事業の財務状況について、収入は指定管理費、通所介護事業の介
護保険収入がある。支出の抑制を図りながら、収支のバランスを図るよ
うに努めている。

＜確認項目＞　※評価項目ではありません。

【所管局の評価】

・事業計画書に沿った事業を展開し、概ね計画どおり遂
行することができた。期待されている役割が益々増加し
ている中において、利用者ニーズを的確に把握し様々な
事業に取り組むことができた。高齢者に対する支援や介
護予防等に関係する事業、行事等も積極的に取り入
れ、老人福祉センターの認知度を高め、地域や市民の
皆さまにとっても必要な施設として有効に活用してもらう
ことができた。

・利用者本位のサービス提供を心がけ、安心・安全で快
適に利用してもらえる環境整備に努めながら、より良い
施設づくりを今後も実践していく。
・職員研修や自己研鑽の機会を設けながら職員の資質
向上を図り、利用者との信頼関係をより確かなものにし、
安心して利用ができる施設を目指す。
・今後増加する独居、夫婦世帯を含めた高齢者が元気
で楽しく生活を営むことを目的として、施設を中心とした
介護予防・日常生活支援総合事業の促進、地域の住民
組織、関係機関との連携を高めていきたい。
・多くの市民にご利用頂くために、あらゆるところに情報
のネットワークを構築し、情報を収集しながら、利用者
ニーズにあった講座や行事等について積極的に検討を
加えていく。

・個人情報保護については、当法人の「個人情報保護方針」及び「個人
情報の保護に関する規程」に基づき適正に対応している。
・情報公開については、当法人の「情報公開規程」に基づき透明性の確
保に努めている。なお、請求は０件であった。
・暴力団の排除については、札幌市暴力団の排除の推進に関する条例
に基づき、施設を暴力団の活動に使用させないことや、協定に関する契
約については暴力団員や暴力団関係事業者を相手方としないように努
めている。なお、暴力団関係と思われる相手方の利用や契約の実績は
なかった。

札幌市社会福祉総合センターの改修工事により、一時
的に出入口等に変更が生じたが、避難経路の館内掲示
がなく、利用者への周知がされていなかったことについ
て、改善指導を行い速やかに改善された。

施設の目的に沿って、適切な運営管理を行っている。札
幌市社会福祉総合センター改修工事は利用者の満足
度に影響を及ぼしたと思われるが、大半の項目で目標
を達成したことは評価できる。今後、利用者のニーズや
地域の課題等についてより的確に把握し、より一層、高
齢者の福祉の増進を図る事業展開を実施することを期
待する。
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